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今月の新着図書 Newly-imported books

ペットのハムスターがいなく
なって落ち込んでいる、小学
6 年生の心ちゃん。ハリネズ
ミ、金魚、ウサギ、インコな
ど、たくさんのペットたちか
ら、自分がこれからどうする
べきか、そのヒントを学んで
いって……。

もしもペットと話せたらもしもペットと話せたら
じゅえき太郎/絵じゅえき太郎/絵

ペズル/文ペズル/文
阿部浩志/監阿部浩志/監

たんぽぽはひとがすきたんぽぽはひとがすき
埴沙萌/写真埴沙萌/写真
嶋田泰子/文嶋田泰子/文

図書館情報

ゆ～とぴあ  NEWS

なぜたんぽぽは、畑や道路な
ど、ひとのすぐそばで咲くの
だろう？これには、他の草花
に負けず懸命に育つための

「３つの作戦」が関係してい
て…！？たんぽぽの一所懸命
な生き様に迫る、たんぽぽが
好きになる写真絵本。

雄武町図書館（雄武町末広町二区）
☎0158－84－2404
10時～19時（火～金曜日）
10時～18時（土・日、祝日）
休館日　月曜日、年末年始、
　　　　蔵書点検期間

h t t p s : / / w w w .
t o w n . o u m u .
h o k k a i d o . j p /
k a n k o _ b u n k a _
sports/toshokan/
index.html

図書館ホームページ

・空き家改修の教科書 ( フクイアサト )・独身寮の
ふるさとごはん ( 水縞しま )・かぎ針編みの編み図
が読めるようになる本・ラーメン Walker 北海道
2025・おぼろ迷宮 ( 月村了衛 )・父が牛飼いになっ
た理由 ( 河崎秋子 )・令和忍法帖 ( 青柳碧人 )・星
の教室 ( 高田郁 )・出雲のあやかしホテルに就職し
ます 17( 硝子町玻璃 )・お勝手のあん 11( 柴田よ
しき )・犬と生きる ( 辻仁成 )　ほか

一般図書（      ）（      ）
サイコロだけで遊べる世界のゲーム・純喫茶クライ
( 吉田桃子 )・コんガらガっちみちなきみちをすす
め！の本 ( ユーフラテス )・くちぐせえほん ( 齋藤
孝 )・ねこのおうちさがし ( クァクスジン )・おべ
んともっておはなみに ( こいでやすこ )・がれきの
町に取り残されたサーシャ ( 舟崎泉美 )・ビジュア
ル「生きる技術」図鑑 ( かざまりんぺい )・おれた
ちはパンダじゃない ( サトシン )　ほか

児童図書（      ）（      ）

雑誌の入れ替えがあります
　雑誌の一部が、変更となりました。
　気になるタイトルはありますか？
　たくさんのご利用をお待ちしております。

【新規購読】

　『 HO[ ほ ]（道内観光情報） 』
　『 日経エンタテイメント！（カルチャー） 』
　『 LDK the Beauty（生活） 』

【購読中止】

　『 ノンノ 』
　『 MEN'S NON-NO 』
　『 旅行読売 』

　『 ROCKIN'ON JAPAN 』
　『 SS[ スモールエス ] 』
　『 MEN'S CLUB 』

　　 暮らしの

年金情報
国民年金第１号被保険者の独自給付

◉ 付加年金
　第１号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料（月額 400 円）をプラスし
て納付すると、老齢基礎年金に付加保険料が上乗せされます。

◉ 寡婦年金
　死亡日の前日において国民年金第１号被保険者として保険料を納めた期間および保険料免
除期間が１０年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と１０年以上継続して婚姻関係にあ
り、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が６０歳から６５歳にな
るまでの間支給されます。

◉ 死亡一時金
　死亡日の前日において第１号被保険者として保険料を納めた月数（４分の３納付月数は４分
の３月、半額納付月数は２分の１月、４分の１納付月数は４分の１月として計算）が３６月以
上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計
を同じくしていた遺族（配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方）
に支給されます。

問北見年金事務所お客様相談室
☎０１５７ ‐ ３３ ‐ ６００７（自動音声案内１→２）
問住民生活課戸籍住民係

　国民年金第 1 号被保険者の独自給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。

・付加年金の年金額は、２００円×付加保険料納付月数です。
・付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライ

ド（増額・減額）はありません。
・国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からになります。納付期限は翌月末日（休日・祝日の

場合は翌営業日）です。納付期限を経過した場合でも、期限から２年間は付加保険料を納め
ることができます。

 ・年金額は、夫の第 1 号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の 4 分の 3 の額です。
・亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

 ・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて 12 万円～ 32 万円です。
・付加保険料を納めた月数が 36 月以上ある場合は、8,500 円が加算されます。
・遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から２年です。


